
 

 

 

 

設計・測量・調査等業務特記仕様書 

 

この業務の実施に当たっては、島根県農林水産部・土木部の「島根県測量・設計・調査等業務共通

仕様書によるもののほか、この特記仕様書による。 

 

第１条 主任技術者 

主任技術者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正な労働

条件を確保しなければならない。 

 

第２条 履行報告 

１．履行報告は、毎月及び監督職員が指示した場合、実施工程表に記載した事項について、進捗状況、

課題等を整理して報告するものとする。 

２．履行報告は、監督職員が指示する期限までに行うものとする。 

 

第３条 電子納品 

１．本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成

果を電子データで納品することをいう。対象とする書類は、受発注者間の協議により決定する。こ

こでいう電子データとは、「電子納品運用ガイドライン（簡易版）【業務編・工事編】島根県土木

部技術管理課」（以下「簡易ガイドライン」という。）に示されたファイルフォーマットに基づい

て作成されたものを指す。 

２．成果品は紙媒体で１部、「簡易ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R

またはDVD-R）で２部提出する。「簡易ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則とし

て電子データを提出する義務はないが、解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上、電子化の

是非を決定する。 

３．納入成果品の提出の際には、「簡易ガイドライン」に掲載してある電子成果品事前チェックシー

ト等を用いて確認を行い、不備がないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出する

こと。 

 

第４条 測量・調査等にあたっての刈払い 

測量・調査等にあたって刈払いを行う場合は、切り口を低くし、かつ、平滑になるよう

にして作業の安全を確保する。 

 

第５条 ウィークリースタンス実施要領の適用について 

 本業務は「ウィークリースタンス実施要領」の対象業務である。実施要領に基づき、初回打合せ時

に取組目標を確認し打合せ簿に整理すること。また受注者は業務終了時に別表－１０「ウィークリー

スタンス取組実績報告」を提出すること。 

 


